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研究成果の概要（和文）：本プロジェクトの最終成果を秋月謙吾・城戸英樹（編）『政府間関係の多国間比較』
（2021年、慈学社）として出版した。この出版成果では、各国の中間政府（基礎自治体の上に位置する広域政
府）への権限移譲の現状について比較研究を実施し、中間政府が政府間関係で果たしている役割の一端を明らか
にした。これによって、従来の研究では十分にはとらえられてこなかった中間政府への権限移譲が各国で進んで
いることが分かった。また、残された課題としてこれらの権限移譲がどのような政策的帰結をもたらすのかにつ
いて分析を進める必要があることが示された。

研究成果の概要（英文）：We have published a book titled "Seifukan Kankei no Takokukan Hikaku 
[Comparative Study of Intergovernmental Relations]" (2021 in Japanese from Jigakusha) as a result of
 our research project. In this book, we reveal changes of the role of intermediate level of 
governments between the central and municipalities. Most countries have implemented series of 
decentralization reforms including shifting the administrative, fiscal and political power to these 
intermediate governments. However, we need to develop our research to figure out how these 
decentralization reforms affect public policy implementation at intermediate level governments in 
the future research.

研究分野： 行政学

キーワード： 政府間関係　多国間比較　中間政府

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究プロジェクトによって、各国の中間政府を巡る権限移譲の実態が明らかになった。これまでの研究では、
中間政府に対する権限移譲には関心が十分に払われておらず、本プロジェクトの成果はその隙間を埋める貢献と
なる。具体的には、近年多くの国で中間レベルの政府に（行政的、財政的、政治的）権限移譲が行われているが
示された。また、このような変化に関する知見は、今後日本における都道府県の役割の変化を考える手掛かりに
なりうる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
本研究の目的は次の二点を明らかにすることであった。第一は、日本・ドイツでは地方分権

改革が中央地方間の権力関係の変化に与えた影響は小さかったのに対し、イギリス・フランス
は中程度、韓国・チリでは大きかったのはなぜなのか（問①）。 
第二は、中央政府の権力が異なるレベルの政府に移譲されたのはなぜなのか。すなわち、イ

ギリス・フランス・カナダ・チリといった諸国では、基礎自治体ではなく広域自治体（states, 
provinces, departments）への権力移譲が進んでいる一方、ドイツや韓国では基礎自治体の権限が
強まっている。それはなぜなのか（問②）。 

1990 年代以降、多くのアジア諸国と南米諸国、およびヨーロッパの国々において下位政府の
権限を高めるために地方分権改革が進められ、世界的な潮流となっている。中央地方間の権力
関係の変化を国際比較したほぼ唯一の先行研究は、ファレーティによる分析（Falleti, Tulia G. 
2010. Decentralization and Subnational Politics in Latin America, Cambridge University Press）である。
彼女は地方分権を、政治的分権・財政的分権・行政的分権（後述）の三つに分けた上で、分権
が行われる順序が中央地方間の権力関係の違いをもたらしたと主張している。南米 4 ヶ国の事
例を丹念に追跡したファレーティは、中央地方間の権力関係の変化の程度は 4 ヶ国の中でコロ
ンビアとブラジルが最も高く、メキシコは中間程度であるが、アルゼンチンは低いという。南
米 4 ヶ国を対象にしたファレーティの順序理論（後述）は非常に説明力が高いが、研究対象が
途上国の南米に限定されていることや、ヨーロッパの先進国では必ずしも三つの分権改革が短
期間のうちにワンセットとして実現したわけではないという 2 点において弱点がある。 
次に、中央権力の移譲対象に関しては、そもそも世界の地方制度改革の研究は分権化に焦点

をあてるにせよ集権化に焦点をあてるにせよ、中央政府と基礎自治体の関係性に焦点をあてた
もの（例えば、Eaton, K. 2004. Politics beyond the Capital. Stanford U. P. O’Neill, K. 2005. 
Decentralizing the State: Elections, Parties, and Local Power in the Andes. Cambridge U. P. 秋月謙
吾・南京兌編、2016『地方分権の国際比較』慈学社）が多い。そのため、これらの研究では基
礎自治体だけではなく、県規模の広域自治体、道規模の広域自治体といった多様なレベルの政
府に対する権限と財源の移譲という視点が欠けている。したがって、本研究はこうした問題を
克服するために、次の二つを研究期間内の達成目標として掲げた。 
問①に関して、政治的分権・財政的分権・行政的分権が短期間のうちにワンセットとして実

現した諸国（軍部による権威主義体制を経験した南米諸国、韓国、フィリピン）と、そうでは
ない国（日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、
フランス）に分ける。その上で、研究対象国の権力関係を測定（後述）し、順序理論を踏まえ
て諸国の変化度の違いを解明する。 
問②に関して、研究対象国を三層制（日本、韓国、チリといった単一主権国家）と、四層制

（アメリカ、ドイツ、カナダといった連邦制国家およびフランス）の国に分ける。その上で、
中央政府がどのレベルの政府（基礎自治体なのか県規模の広域自治体なのか、あるいは道・州
規模の広域自治体なのか）に権限移譲したのかを明らかにし、その理由を解明する。 
 
２．研究の目的 
 以上のような研究背景から研究プロジェクトを開始したが、研究開始初年度に研究分担者の
予期せぬプロジェクトからの離脱が生じ、プロジェクトの再構成を迫られた。そのため、離脱
した分担者の担当国を研究計画から外し、研究計画を見直した結果、問 2 に関心を集中させる
こととした。それによって、二つの要素から構成されるプロジェクトが単一の焦点を持つこと
となり、プロジェクトの目的が明確化された。具体的には、先行研究では十分にとらえられて
こなかった中間政府への権限移譲が持つ複雑性を解明することとした。 
中間政府への権限移譲は基礎自治体から見れば、上位政府への権限移譲を意味する。基礎自

治体からすれば、中央政府が権限を持っていようと、中間レベル政府が権限を持っていようと、
いずれにせよ上位政府が権限を持っているという点で変わりはない。この点について、Heinelt
と Bertrana らは、ヨーロッパにおいて中間政府に権限が移譲されていることを指摘する（Heinelt 
and Bertrana (eds.) 2014）。しかし、彼らの研究は、ヨーロッパ諸国に対象が限定されており、よ
り広くヨーロッパ以外の国に分析対象を拡張する必要がある。 
そこで、中間政府に焦点を当て、中央政府と中間政府との政府間関係がどのようなものであ

るのかについて、ヨーロッパ、北南米、オセアニア、アジアの８か国（イギリス、ドイツ、フ
ランス、アメリカ、カナダ、チリ、オーストラリア、日本）の比較研究から検討を加えた。こ
れらの国々では、中間政府への権限移譲が進んでいるのだろうか。もしくは、中間政府の権限
は他のレベルの政府に移譲されているのだろうか。 
中央政府への権限移譲について、本書では先行研究の視点を取り入れ、地方分権を政治的分

権、行政的分権、財政的分権という三つの視点から検討する 。ここで簡単に定義すると、政治
的分権とは、地方政府首長に公選制を採用するなど地方政府の民主的正統性を高める動きであ
る。次に行政的分権とは、行政事務権限を地方政府へと移譲する動きを指す。最後に、財政的



分権化とは、税源移譲など地方の財政的自律性を高める動きを意味する。これらの三つの視点
から、中間政府に焦点を当て、6 か国における政府間関係の現状をそれぞれ検討した。 
 
 
３．研究の方法 
分析の中では、8 か国を連邦制国家と単一制国家に分け、議論を進める。まず、連邦制国家

の特徴は、中間政府（州）が主権を持っていることである。このような特徴を持つ連邦制国家
においては、中間政府の権限や財源を変更するためには、憲法改正などの大規模な制度改革が
必要になる。このことは、連邦制国家において、分権化を含めた地方制度改革が生じにくいこ
とを示唆する。それを踏まえ、まず世界で地方分権化が進展しているとされる中で、連邦制国
家においても制度変化が生じているのかどうかを検討した。 
次に、単一制国家では、中央政府が主権を持ち、中間政府も含めた地方政府の制度設計は中

央政府が行う。そのため、連邦制国家とは異なり、地方制度改革に憲法改正などが必要ではな
く、法改正を通じた制度改革が行われる。これらの単一制国家では、地方分権化の流れの中で
中間政府の役割拡大が観察される。 
このように、連邦制国家と単一制国家では、中間政府をめぐる制度改革や、中央政府との政

府間関係が大きく異なる。その中で、連邦制、単一制それぞれの地方制度において、どのよう
なバリエーションが存在するのかを明らかにする。 
 
 
４．研究成果 
 本研究プロジェクトの最終的な研究成果として、秋月謙吾・城戸英樹（編）『政府間関係の多
国間比較』（2021 年、慈学社）を刊行した（諸般の事情から、アメリカ、オーストラリア、日
本については、この書籍には収録できなかった）。ここでは、本プロジェクトの成果としてその
概要を述べる。 
今回の共同研究の成果を通覧して、印象深いのが各国において活発な政府間の権力ゲームが

展開されていることである。 
カナダにおいては、州と連邦という政府間レベルの間での政治家のキャリアパスの交錯が見

られることがわかった。まず、州から連邦への移動が、 連邦から州への移動を数としては上回
っている。また、州での当選回数がそれほど多くないうちに連邦へと転身している。つまり、
政治家が地方政府をステップにして、中央政府へと移動している。カナダは分権的で州が強い
国家であるとされているが、それでも連邦政府の方が政治家には魅力的であり、州から連邦へ
と移動する。３人の州首相経験者が連邦議員へと転身していることも、この見方を補強する。
党派性についてみると、特定の政党の政治家がより多く移動するわけではない。つまり、NDP
やケベック連合のように、連邦と州の政党組織が共通の政党で、より多くの移動が行われてい
るわけではない。また、保守党のように全く連邦州間の政党組織のリンクがないとされる政党
でも政府レベルを超えた移動が起こっており、政治家候補のリクルートの手段として、政党が
機能している。また、連邦政府の政権交代期 に、州から連邦への移動がより多く生じている。
これは、新人議員の供給源として、州議会議員が機能している可能性を示している。 最後に、
政治家の経歴については、連邦への移動、州への移動いずれもにおいて、移動後に大臣や州首
相を経験した政治家が存在している。特に、州への移動では、州大臣だけではなく、州首相に
まで上り詰めた政治家が 一定数存在している。これは、政治家の昇進目標が一定程度達成され
ることを示唆している。 
次に、ドイツにおける制度改革は、今世紀に入って３次にわたり行われた。第１次連邦制改

革の内容としては、①連邦法全体に占める連邦参議院の同意法の割合を減少させることで、立
法権における効率性と効果性の確立と連邦と州の間での所掌範囲の明確化。②連邦から州への
所掌事務の移譲。例えば「集会の自由」を規制する「集会法」の制定権、介護施設等の規制権
が州の所掌範囲となった。③教育については、州の所掌範囲であることが明確化される一方で、
大学運営の負担軽減のために科学研究に連邦が参画できるようになった。④環境保護について
は、連邦が環境法体系を構築する一方で、州にもその法体系から部分的に逸脱する権限が付与
された。⑤公務員制度につい て、州が独自に公務員法および俸給体系を構築できることになっ
た。第 2 次連邦制改革の主たる目的は財政改革であり、2011 年度予算から連邦・州共同債務規
制が導入されることとなった。第 3 次連邦制改革は、①現状の連邦から州への交付額を 2020
年から増額し、②連邦は税務や学校インフラ投資等についてより多くの権限を有することとな
る。③2021 年からは高速道路の計画、建設、運営をワンストップで束ねる連邦主体の新たなイ
ンフラ事業体を設立した。④連邦全域を対象とするオンライン・ポータルを創設し、市民にと
ってあらゆるレベルの行政サービス へアクセス可能なワンストップ窓口を実現した。こうした
一連の諸改革はおしなべて連邦と州の間の綿密な交渉のうえで、双方の合意に基づいて行われ
ている点がドイツの重要な特徴である。 
第三に、連合王国では、過去数百年に渡って、イングランドと他の UK 諸民族が葛藤と連合

を繰り返した末に出来上がった結合体としての国家である。連合王国全域において行政による
標準化 （administrative standardisation）が進む一方、一定の諸事項に関しては「行政上の差異
化（administrative differentiation）」が許容されてきた。こうした差異化は、1997 年までは、UK 



中央政府におけるスコットランド、 ウェールズ、北アイルランドの各地域を担当する内閣レベ
ルの政策執行担当省庁の設置という形で具体化されてきた。権限移譲とは、こうした地域担当
省庁が従来担っていた行政機能・行政権限の大半を、新しい選挙プロセスによって形成される
地域議会に移そうという改革である。こうして形成された地域政府は次第に制度的な定着を見
るようになった。 
さらに 2015 年、ここ数百年において初めてイングランド地域を独自の政治単位として制度的

に扱うイングランド独自立法制度 （EVEL）が庶民院において導入された。すなわちイングラ
ンドのみに関する事項については、非イングランド地域選出の議員に投票権を与えないという
制度である。これを主導した保守党はイングランド地域を独自の選挙母体と認識し、SNP に率 
いられるスコットランドに対抗して、イングランド人の支持を訴える選挙戦略を展開し、 「イ
ングランド人のイングランド」を政治的に浮上させたのであった 
次に、チリは、南米においても最も集権的な構造をもつ国家である。政党構造や選挙戦略と

いった先行研究で明らかにされてきた分権化要因からはもっともその制度変化が 実現しがた
い事例であるにもかかわらず、チリの広域自治体レベルの政治的分権化は、分権化を推進する
社会アクターの継続的ロビー活動、大統領の政策選好と、与野党両陣営を含めた幅広い国会議
員の政策支持という 3 つの条件がすべてそろったことによって可能となった。1990 年の民主化
以降、政治と財政分野も含む地方分権が少しずつ進められてきたが、そのスピードは非常に緩
慢であった。民主化後も、州政府のトップである監督官は大統領による任命制が維持された。 
1992 年には市議・市長の公選制が導入され、州議会議員は州内の市長市議から互選されるしく
みが採用された。その後、州議会議員の選出方法が公選制に改正されたのは 2009 年になってか
らのことで、実際に選挙が行われたのは、2013 年であった。州知事公選制の導入についても、 
2016 年に基本法が成立し、初の州知事選挙が、2021 年 4 月に予定されている。 
最後に、フランスにおけるメトロポールとは、県と市町村のあいだの枠組みのなかで設けら

れており、直接選挙で選出される議会、 課税権を持ち、市町村間の広域連携組織である大都市
制度である。その権限は、1)開発及び経済・社会・ 文化政策 2)都市空間・インフラ整備 3)地
域の住宅政策 4)まちづくり政策 5)上下水道、消防、救急 等集合的サービスの管理 6)住環境政
策など多岐にわたる。 
県からはスクールバス、県道管理の権限を、また市町村からは市道、土地使用に関する許可、

管理について、移譲された。また国との協定に基 づき、大規模施設の管理の権限も、移譲され
ることも可能なのである。 メトロポールは、国と州とのあいだで結ばれる地域開発計画である
「国・ 州間計画契約」の交渉にも参加できる。また メトロポールへと移行すれば、県、州と
いった他の自治体層との協定に応じて、観光、道路、住宅、若年者層支援など、権限を移譲さ
れることも可能である。このように、都市は、メトロポールに移行することによって多くの権
限を獲得することができる。 
州の再編・統合を経て、州の権限が増すなか、州に対して地域としての存在感を示し、都市

運営の決定権を確保するためには、 メトロポールに移行することが望ましいと考える都市は、
メトロポールへの移行を目指すことになり、結果として当初の想定よりも多数のメトロポール
が生まれることになった。 
このように、各国において行われている政府間関係のゲームは活発なものであり、国内政治

の政府間関係化、すなわち国内政治を理解するうえでは政府間関係を理解することが必須であ
るというような状況を呈しつつあるといえる。 
 
 
中間政府の役割の増大 
各国の事例を通覧して、ほぼ共通してみられる大きな特徴が、中央政府と地方政府の間に位

置する広域地方政府（以下、中間政府）の役割や存在意義が大きくなっているという事である。 
カナダにおいては、政治家のキャリアパスにおいて連邦を構成する州が連邦との間の架け橋と
なっていることが確認された。政党の組織が分断されているという悪条件にもかかわらずこう
した現象が起こっていること自体が興味深いが、その結果として連邦と州の政治家たちの間で
の共通の理解や認識が広がる可能性を示唆している。 
ドイツにおいては、成熟した連邦制のもとにおいて、制度改革の進展はおしなべて連邦政府

と 16 州政府との合意形成を前提としている。このような形ではじめて、ドイツにおける制度発
展の過程は、段階的にではあるが着実に進行していると言えるのである。連邦政府のリーダー
シップもまた、こうした「足腰の強い」分権的な体制に支えられて発揮されているのである。 
連合王国においては、権限移譲によって発足し、制度的に安定しつつある少数派地域(スコッ

トランド、ウェールズ、北アイルランド) における地域政府の存在感が増大している。さらに、
地域政府を持たないイングランドにおいても政治意識としての「イングランド人のイングラン
ド」を生みだす元ともみられる EVEL が登場し、新たな局面を迎えつつある。これが今すぐに
イングランド地域政府の設立につながるかどうかはわからないが、将来そのような動きが起こ
れば、国と自治体の２層からなる、とされてきた連合王国の基本構造は変化を迎えることにな
り、新たな中間政府のシステムが完成する 
チリにおいては、中央集権的な国家体制の風穴をあけるべく分権化がスタートし、その焦点

となったのは州知事の公選化であった。今後展開されるであろう選挙政治とそれをエネルギー



源とした政府間関係のゲームにおいて州が果たすことになる役割が注目される。 
フランスにおけるメトロポールは、全国的に展開される網羅的なものではないが、都市の利

益を反映した中間政府層の再編成の一つの表れとみることができる。メトロポールは創設当初
から、都市運営に関する高い行財政能力を持つことが望まれ、それに基づいて、各地で戦略的
な都市計画、地域計画の立案、実施を可能とする存在であった。メトロポールは都市に関する
権限を持つこと、それに関係する権限を、他の自治体層や国から移譲される対象として誕生し、
制度の改正が重ねられている。 
こうした中間政府の存在感の増大をどのように解釈することができるか。それは、政府間関

係のゲームの活発化に伴って、中央政府と地方政府のインターフェースとなるいわば結節点と
しての中間政府の機能が求められているということではないかと考える。中央政府と地方政府
が渡り合うという局面において、地方の代表として直接それにあたる中間政府により大きな役
割を認めざるをえなくなるということである。 
もとより、連邦制の諸国においては、連邦を構成する単位(多くの場合は州)により大きな権

限が与えられているとされる。それは、古典的な言い方をすれば主権の分有であり、ドイツの
同意法に代表される州の連邦立法への承認権であったり、憲法改正手続きへの直接的参加であ
ったりする。しかし、単一国家においても中間政府の役割が増大し続けるならば、連邦制国家
と単一国家の差異は相対的なものとなるのかもしれない。たとえば連合王国における EVEL が
今後イングランド地域政府へと発展していくと仮にするならば、それは連合王国が連邦化した
こととなるのであろうか。あるいは、連邦制国家と単一国家ではなく、たとえばカナダのケベ
ック、連合王国のスコットランドのように国家を構成する地域の独立離脱がプログラム化され
ている国家と、アメリカのように（南北戦争以来）それを許容しない国家の間であらたな分類
が必要となるのであろうか。 
 このように、本研究プロジェクトによって、各国の中間政府を巡る権限移譲の実態が明らか
になった。一方で、そのような権限移譲によって、公共政策などにどのような変化が生じたの
かを解明するという新たな課題が浮かび上がってきた。また、中央地方関係の類型についても
今後検討する必要がある。本研究プロジェクトを発展させ、今後の研究においてこれらの課題
を解決したい。 
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